なわてふれあい教室 (きょうしつ)利用 (りよう)申込書 (もうしこみしょ)
令和 (れいわ)　　　年 (ねん)　　　月 (がつ)　　　日 (にち)
四 (し)　條 (じょう)　畷 (なわて)　市 (し)　長 (ちょう)　　あて 
〒　　　　　　―　　　　　
住所 (じゅうしょ)   四 (し)條 (じょう)畷 (なわて)市 (し)　　　　　　　　　　　　　　　　　
（保護者 (ほごしゃ)）氏名 (しめい)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先 (れんらくさき)電話番号 (でんわばんごう)　　　　－　　　　　　　－　　　　　　
連絡先 (れんらくさき)メールアドレス (めーるあどれす)                                        
　なわてふれあい教室 (きょうしつ)を利用 (りよう)したいので、次 (つぎ)のとおり申請 (しんせい)します。
	利用 (りよう)希望 (きぼう)児童名 (じどうめい)
※ふりがな　を
つけてください。
	
ふりがな　　                 　　　　　

氏 (し)　名 (めい)　　　                　　
	性 (せい)　別 (べつ)
	生 (せい)　年 (ねん)　月 (がっ)　日 (ぴ)

	
	
	☐男 (おとこ)
☐女 (おんな)
	☐平成 (へいせい)
☐令和 (れいわ)　   　年 (ねん)　  　月 (がつ)　  　日 (にち)

	利用 (りよう)開始 (かいし)日 (び)
	　令和 (れいわ)　８年 (ねん)　４月 (がつ)　１日 (にち)から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	学 (がっ)校名 (こうめい)・学年 (がくねん)
	令和 (れいわ)８年 (ねん)４月 (がつ)現在 (げんざい)
　　　　　　
       　　小 (しょう) 学 (がっ) 校 (こう)     　年 (ねん)生 (せい)

	申請 (しんせい)児童 (じどう)以外 (いがい)の父母 (ふぼ)及 (およ)び同 (おな)じ世帯 (せたい)に所属 (しょぞく)している人 (ひと)全 (ぜん)員 (いん)について記入 (きにゅう)してください。
（父母 (ふぼ)については単身 (たんしん)赴任 (ふにん)等 (とう)の理由 (りゆう)により別居 (べっきょ)している場合 (ばあい)においても記入 (きにゅう)が必要 (ひつよう)です）

	家 (か)　 族 (ぞく) 　氏 (し)　 名 (めい)
	児童 (じどう)との続 (つづき)柄 (がら)
	生 (せい)年 (ねん)月 (がつ)日 (び)
	勤務先 (きんむさき)／学校 (がっこう)
	日中 (にっちゅう)連絡 (れんらく)のつく
電話番号 (でんわばんごう)

	
	
	年 (ねん)　　月 (がつ)　　日 (にち) 
	
	

	
	
	年 (ねん)　　月 (がつ)　　日 (にち)
	
	

	
	
	年 (ねん)　　月 (がつ)　　日 (にち)
	
	

	
	
	年 (ねん)　　月 (がつ)　　日 (にち)
	
	

	
	
	年 (ねん)　　月 (がつ)　　日 (にち)
	
	

	
	
	年 (ねん)　　月 (がつ)　　日 (にち)
	
	

	あてはまるものすべてにチェック (ちぇっく)をつけてください（入室 (にゅうしつ)の判定 (はんてい)に使用 (しよう)します）
☐　保護者 (ほごしゃ)の就労 (しゅうろう)　☐　保護者 (ほごしゃ)の就学 (しゅうがく)　☐　保護者 (ほごしゃ)の疾病 (しっぺい)・負傷 (ふしょう)　☐　保護者 (ほごしゃ)の障 (しょう)がい　
☐　児童 (じどう)の障 (しょう)がい  ☐  ひとり親 (おや)家庭 (かてい)である
※　父母 (ふぼ)で申請 (しんせい)理由 (りゆう)が異 (こと)なる場 (ば)合 (あい)は２ヶ (か)所 (しょ)にチェック (ちぇっく)をし、それぞれ証拠 (しょうこ)書類 (しょるい)を添付 (てんぷ)してください。

	あてはまるものすべてにチェック (ちぇっく)をつけてください（利用料 (りようりょう)の判定 (はんてい)等 (とう)に使用 (しよう)します）
☐　４月 (がつ)１日 (にち)から時 (じ)間 (かん)外 (がい)利 (り)用 (よう)を申 (しん)請 (せい)する（追 (つい)加 (か)費 (ひ)用 (よう)が必 (ひつ)要 (よう)となります）
☐　土曜日 (どようび)に利用 (りよう)する予定 (よてい)がある

	利用料 (りようりょう)引 (ひ)き落 (お)とし口座 (こうざ)
	５年 (ねん)以内 (いない)にふれあい教室 (きょうしつ)を利用 (りよう)しており、口座 (こうざ)振替 (ふりかえ)登録 (とうろく)をしたことがありますか裏面 (うらめん)に続 (つづ)きます

☐ はい／きょうだいがある →　☐　同 (おな)じ口座 (こうざ)を利用 (りよう)する　☐　いいえ／納付書 (のうふしょ)で支払 (しはら)う

	児童 (じどう)の健康 (けんこう)・
発達 (はったつ)状態 (じょうたい)等 (とう)
	☐　特 (とく)に気 (き)になることはない

	
	☐　食 (た)べ物 (もの)に対 (たい)するアレルギー (あれるぎー)がある
	原因 (げんいん)物質 (ぶっしつ)
（　              　　　　　　　　　　　　　　　　　）
☐　抗 (こう)アレルギー (あれるぎー)製剤 (せいざい)（エピペン (えぴぺん)等 (とう)）を所持 (しょじ)している
☐　アレルギー (あれるぎー)のためふれあい教室 (きょうしつ)のおやつを辞退 (じたい)する

	
	☐  通院 (つういん)・療育 (りょういく)・手帳 (てちょう)の状況 (じょうきょう)等 (とう)、気 (き)がかりなことがある
→児童 (じどう)状況 (じょうきょう)申立書 (もうしたてしょ)またはつながりシート (しーと)の写 (うつ)しを提 (てい)出 (しゅつ)してください。
	☐ 身体障 (しんたいしょう)がい者 (しゃ)手帳 (てちょう)または療育 (りょういく)手帳 (てちょう)を受給 (じゅきゅう)している
☐ 精神障 (せいしんしょう)がい者 (しゃ)福祉 (ふくし)手帳 (てちょう)を持 (も)っている
(上記 (じょうき)に当 (あ)てはまる場合 (ばあい)は手帳 (てちょう)の写 (うつ)しを添 (てん)付 (ぷ)してください）
☐ 支 (し)援 (えん)学 (がっ)級 (きゅう)に通 (かよ)っている、または通 (かよ)う予 (よ)定 (てい)がある
☐ 定期的 (ていきてき)に医師 (いし)に掛 (か)かっている
☐ その他 (た)

	利用料 (りようりょう)の
減免 (げんめん)申請 (しんせい)
	☐　利用料 (りようりょう)減免 (げんめん)を申請 (しんせい)する
　　　→　 ☐　生活 (せいかつ)保護 (ほご)受給 (じゅきゅう)世帯 (せたい)である　☐　市民税 (しみんぜい)非課税 (ひかぜい)世帯 (せたい)である

	利用 (りよう)にあたっての注意 (ちゅうい)事項 (じこう)（兼 (けん)　同意 (どうい)事項 (じこう)）

・教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)が、世帯 (せたい)状況 (じょうきょう)（住民 (じゅうみん)基本 (きほん)台帳 (だいちょう)等 (とう)）及 (およ)び課税 (かぜい)状況 (じょうきょう)について情報 (じょうほう)を取得 (しゅとく)します。
・児 (じ)童 (どう)がアナフィラキシーショック (あなふぃらきしーしょっく)により自 (みずか)ら服薬 (ふくやく)が困難 (こんなん)となる状況 (じょうきょう)に備 (そな)え、エピペン (えぴぺん)等 (とう)を所持 (しょじ)する児童 (じどう)・保護者 (ほごしゃ)と薬品 (やくひん)の情報 (じょうほう)共有 (きょうゆう)を求 (もと)め、また緊急 (きんきゅう)時 (じ)に投 (とう)与 (よ)する場合 (ばあい)があります。
・申請 (しんせい)内 (ない)容 (よう)（児童 (じどう)台帳 (だいちょう)、児童 (じどう)状況 (じょうきょう)申立書 (もうしたてしょ)）は利用 (りよう)するふれあい教室 (きょうしつ)と共有 (きょうゆう)します。
・市 (し)、教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)及 (およ)びふれあい教室 (きょうしつ)が、小学校 (しょうがっこう)その他 (た)の関係 (かんけい)施設 (しせつ)と、児童 (じどう)の様子 (ようす)に関 (かん)する
情報 (じょうほう)を共有 (きょうゆう)することがあります。
・申請 (しんせい)内容 (ないよう)に変更 (へんこう)が生 (しょう)じた場合 (ばあい)、速 (すみ)やかにお申 (もう)し出 (で)ください。
・利用料 (りようりょう)、時間外 (じかんがい)利用料 (りようりょう)、補 (ほ)食費 (しょくひ)及 (およ)び教材費 (きょうざいひ)は必 (かなら)ず納 (のう)期 (き)限 (げん)までに納 (おさ)めてください。利用料 (りようりょう)等 (とう)を滞納 (たいのう)した場合 (ばあい)、滞納 (たいのう)処分 (しょぶん)を行 (おこな)います。また、滞 (たい)納 (のう)状態 (じょうたい)が３か月 (げつ)以上 (いじょう)にわたり、納付 (のうふ)に応 (おう)じない場 (ば)合 (あい)は利用 (りよう)許可 (きょか)を取 (と)り消 (け)す場合 (ばあい)があります。
・ふれあい教室 (きょうしつ)は、お迎 (むか)え及 (およ)び土 (ど)曜 (よう)日 (び)・長 (ちょう)期 (き)休 (きゅう)業 (ぎょう)期 (き)間 (かん)など朝 (あさ)から開 (かい)室 (しつ)している時 (とき)のお送 (おく)りを必須 (ひっす)としています。お迎 (むか)え及 (およ)びお送 (おく)りは、必 (かなら)ず保護者 (ほごしゃ)または保護者 (ほごしゃ)に代 (か)わる大人 (おとな)の人 (ひと)にお願 (ねが)いしています。例外 (れいがい)として、高学年 (こうがくねん)の下校 (げこう)と同時 (どうじ)であれば、高学年 (こうがくねん)のきょうだいと一緒 (いっしょ)に帰 (かえ)ることができます。
・ふれあい教室 (きょうしつ)の利用 (りよう)は、通常 (つうじょう)で午 (ご)後 (ご)６時 (じ)３０分 (ふん)、延長 (えんちょう)利用 (りよう)を申 (もう)し込 (こ)んだ場合 (ばあい)は午後 (ごご)７時 (じ)
までです。延長 (えんちょう)利用 (りよう)を申 (もう)し込 (こ)まずに午後 (ごご)６時 (じ)３０分 (ふん)を超 (こ)えることが多 (おお)かった場合 (ばあい)、その場 (ば)で
延長 (えんちょう)利用 (りよう)を申 (もう)し込 (こ)んでいただくことがあります。延長 (えんちょう)利用 (りよう)を申 (もう)し込 (こ)んでいても午後 (ごご)７時 (じ)を
過 (す)ぎることが多 (おお)く改善 (かいぜん)されない場合 (ばあい)、利用 (りよう)許 (きょ)可 (か)を取 (と)り消 (け)すことがあります。
・ふれあい教室 (きょうしつ)への車 (くるま)での送迎 (そうげい)はできません。
・ふれあい教室 (きょうしつ)を欠席 (けっせき)、遅刻 (ちこく)、早退 (そうたい)するときは、事前 (じぜん)にご連絡 (れんらく)ください。また、学校 (がっこう)休業 (きゅうぎょう)日 (び)（土曜日 (どようび)・長期 (ちょうき)休業 (きゅうぎょう)日 (び)など）は、当 (とう)日 (じつ)の午前 (ごぜん)９時 (じ)３０分 (ふん)までに必 (かなら)ず連 (れん)絡 (らく)してください。上記 (じょうき)について内容 (ないよう)をすべて確認 (かくにん)・同意 (どうい)したうえで、ふれあい教室 (きょうしつ)の利用 (りよう)許可 (きょか)を申請 (しんせい)します。

　　

　　　　保護者 (ほごしゃ)      氏名 (しめい)                                                                                    



